
 

 

大阪市消費者安全確保地域協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号。以下「法」という。）第 11 条の３第

１項に規定する消費者安全確保地域協議会として、大阪市消費者安全確保地域協議

会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（目的） 

第２条 協議会は、消費者の利益の擁護及び増進に関連する関係機関・団体（以下「関

係機関等」という。）が連携し、大阪市における消費者安全の確保のための取組を効

果的かつ円滑に行うことを目的とする。 

（所掌事務） 

第３条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）消費者被害の防止及び消費生活上特に配慮を要する消費者の見守りの推進等の

取組に関して協議すること。 

（２）消費者被害の防止及び消費者安全の確保に関する情報の交換及び相互の連絡調

整を図ること。 

（３）その他前条の目的を達成するために必要な事業に関すること。 

（組織） 

第４条 協議会は、別表に掲げる関係機関等に所属する者をもって構成する。 

（会議） 

第５条 協議会は、大阪市消費者センター所長が招集して開催するものとし、必要が

あると認めるときは、協議会の構成員以外の者に会議への出席を求めることができ

る。 

（秘密保持義務） 

第６条 協議会の構成員及び前条に規定する者は、法第 11 条の５の規定に基づき、協

議会の活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、大阪市消費者センターにおいて行う。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 31年３月 29日から施行する。 



 

   

別表 

関係機関等 

社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会 

一般社団法人 大阪市老人クラブ連合会 

大阪府警察本部 

大阪市福祉局生活福祉部地域福祉課 

大阪市消費者センター 

 


